
日
本
に
住
む

す
べ
て
の
人
・
世
帯
が

調
査
の
対
象
で
す

　

今
年
は
５
年
に
１
度
の
国
勢
調
査
の

年
。
国
勢
調
査
は
大
正
９
年
に
は
じ
ま

り
今
年
で
20
回
目
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
行
政
を
進
め
る
上
で

最
も
基
礎
と
な
る
人
口
・
世
帯
数
、
男
女
・

年
齢
別
、
産
業
別
な
ど
の
人
口
の
構
造

や
世
帯
の
概
数
・
居
住
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
ま
す
。

　

い
ま
の
日
本
を
知
る
う
え
で
大
切
な

こ
の
調
査
は
、
雇
用
や
福
祉
、
町
づ
く
り

な
ど
身
近
な
と
こ
ろ
で
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

国
勢
調
査
は
、
10
月
１
日
現
在
、
日

本
国
内
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
・
世

帯
が
対
象
で
す
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

赤
ち
ゃ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
３
か
月
以
上
日

本
に
住
ん
で
い
る
（
住
む
こ
と
に
な
っ
て

い
る
）
外
国
人
も
、
調
査
対
象
と
な
り

ま
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
も

回
答
で
き
ま
す

　

今
回
の
調
査
は
、

今
ま
で
の
調
査
票

（
紙
）
に
よ
る
調
査

に
加
え
て
、
パ
ソ

コ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

か
ら
も
ご
回
答
い
た
だ
け
ま
す
。

　

パ
ソ
コ
ン
等
を
使
用
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
回
答
を
す
る
か
調
査
票
で
回
答

を
す
る
か
を
お
選
び
い
た
だ
け
ま
す
。

調
査
の
日
程
や
内
容
に
つ
い
て

　

９
月
10
日
か
ら
順
次
調
査
員
が
皆
さ

ん
の
お
宅
に
伺
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答

の
利
用
案
内
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
用

Ｉ
Ｄ
）
を
配
布
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
回
答
す
る
場
合
は
、
９
月
20
日
ま
で

に
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
が
な
か
っ
た
世

帯
に
は
、
９
月
26
日
か
ら
順
次
調
査
員

が
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
回
答
し

て
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
が
な
か
っ
た
世

帯
に
は
、10
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
間
に

調
査
員
が
調
査
票
の
回
収
に
伺
い
ま
す
。

　

回
答
は
、10
月
１
日
に
皆
さ
ん
が
普
段
住

ん
で
い
る
場
所
で
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

調
査
内
容
、
調
査
票
の
記
入
方
法
な

ど
に
つ
い
て
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る

場
合
は
、
国
勢
調
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
調
査
員
が

訪
問
し
た
際
に
ご
質
問
く
だ
さ
い
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
の
利
用
案
内
の

配
布
と
同
時
に
調
査
票
を
配
布
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
調
査
票
の
文
字
が
小
さ
く
て
見
え
に

く
い
場
合
は
、
拡
大
文
字
調
査
票
も

用
意
し
て
い
ま
す
。

　

回
答
し
て
い
た
だ
く
項
目
は
、
男
女
の

別
、
出
生
の
年
月
、
就
業
状
態
、
従
業

地
ま
た
は
通
学
地
、
住
居
の
種
類
な
ど

17
項
目
で
す
。

個
人
情
報
は
厳
重
に

管
理
・
保
護
さ
れ
ま
す

　

統
計
法
に
よ
っ
て
、
厳
格
な
個
人
情
報

保
護
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
調
査
関
係

者
に
は
、
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り

調
査
内
容
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　

調
査
票
が
封
を
し
て
提
出
さ
れ
た
場

合
は
、
調
査
員
は
、
封
筒
を
開
封
せ
ず
、

封
を
し
た
ま
ま
町
に
提
出
し
ま
す
。

調
査
の
結
果

　

速
報
結
果
は
、
平
成
28
年
２
月
に
公

表
さ
れ
る
予
定
で
す
。
そ
の
ほ
か
年
齢
別

人
口
、
世
帯
の
状
況
な
ど
の
詳
し
い
統
計

デ
ー
タ
は
、
平
成
28
年
10
月
ま
で
に
公

表
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
生
活
や
事
業
、
将
来
の
計

画
な
ど
に
是
非
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

調
査
を
よ
そ
お
っ
た

「
か
た
り
調
査
」
に
ご
注
意

　

調
査
員
は
、「
国
勢
調
査
員
証
」
と
「
腕

章
」
を
身
に
着
け
て
い
ま
す
。
不
審
に
思

わ
れ
た
場
合
は
、
鞍
手
町
役
場
政
策
推

進
課
政
策
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

鞍
手
町
の
人
口
の
推
移

2015.９−４

10
月
１
日
は

国
勢
調
査
。

あ
な
た
の
回
答
が
、

日
本
の
未
来
を
つ
く
り
ま
す
。

人口（人）
世帯数

総数 男 女

昭和 30年 30,794 15,316 15,478 6,205

昭和 45年 18,266 8,515 9,751 4,998

昭和 60年 20,540 9,660 10,880 6,174

平成 ２ 年 20,332 9,508 10,824 6,338

平成 ７ 年 20,248 9,571 10,677 6,531

平成 12年 19,266 9,043 10,223 6,678

平成 17年 18,204 8,537 9,667 6,646

平成 22年 17,088 8,082 9,006 6,510

詳しくは
国勢調査2015キャンペーンサイト　＜ http://kokusei2015.stat.go.jp/ ＞

問い合わせは
国勢調査コールセンター☎0570－07－2015
鞍手町役場政策推進課政策係☎42－2111（内線 384）　まで


